２１高障害第１４６８号
平成２１年１０月８日
　障害福祉サービス事業所長　様
高知県地域福祉部障害保健福祉課長

（　公　印　省　略　）

福祉・介護人材の処遇改善事業における事業年度の取扱いについて
　福祉・介護人材の処遇改善事業につきましては、「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領（平成２１年８月１１日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉課事務連絡）」により実施することとしていますが、当該事務処理要領に定める対象サービスのうち、障害児施設給付費等及び精神障害者社会復帰施設等の事業年度（事務処理要領３の二）については、下記により取扱うこととしますので、ご留意いただきますようお願いします。

記

１．知的障害児施設等、本体報酬の請求・支払い事務を国民健康保険団体連合会に委託していない場合。
　　ア　助成金事業の年度区分は、当該年の４月から翌年の３月支払分まで（１２か月間）とし、その助成金の額の根拠となる障害福祉サービス等は、原則として当該年の３月から翌年２月までに提供された障害福祉サービス等とします。

　　　　ただし、平成２１年度及び平成２４年度については、助成金支給の始期及び終期が異なるため、以下のとおりとなります。

　　　（平成２１年度の場合）

　　　　　平成２１年１２月から平成２２年３月の助成金支払分まで（４か月間）

　　　　　（原則として、平成２１年１１月から平成２２年２月までに提供された障害福祉サービス等分）

　　　（平成２４年度の場合）

　　　　　平成２４年４月及び平成２４年５月の助成金支払分（２か月間）

　　　　　（原則として、平成２４年３月及び平成２４年４月に提供された障害福祉サービス等分）

２．重症心身障害児（者）通園事業、精神障害者社会復帰施設等、運営費補助金による場合。

　　ア　助成金の年度区分は、当該年の４月から翌年の３月支払分まで（１２か月間）とし、その補助金の額の根拠となる障害福祉サービス等は、高知県重症心身障害児（者）通園事業実施要領、高知県精神障害者社会復帰施設運営費補助金交付要綱又は高知県障害者通所援護事業費補助金交付要綱に基づき運営された事業とします。ただし、平成２１年度及び平成２４年度については、以下のとおりとなります。

（平成２１年度の場合）

平成２１年１２月から平成２２年３月までに実施された事業の補助金支払い分（４か月間）
（平成２４年度の場合）

平成２４年４月及び平成２４月５月に実施された事業の補助金支払い分（２か月間）
[image: image1.wmf]（参考）

新体系・旧法施設＝国保連合会に請求等の事務を委託している場合。
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サービス提供月の２ヶ月後に本体報酬が支払われている。

知的障害児施設等、国保連合会に請求等の事務を委託していない場合。
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助成金支払月

サービス提供月の翌月に本体報酬が支払われているため、障害福祉サービス等の提供月が、新体系・旧法施設とは異なる。

重症心身障害児（者）通園事業、精神障害者社会復帰施設等、運営費補助金による場合。
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※ 上記�@、�Aと異なり、年度単位で運営費補助金を交付している事業であり、また、助成金の算定は、運営費補助金に交付率（肢体不自由児施設の率＝２．１％）を掛けた額�

　　となるので、“障害福祉サービス等の提供”と“助成金の支払い月”を同じ期間として取扱う。

上記�@から�Bの賃金改善実施期間については、下記の４つのパターンのいずれかを選択。

（事務処理要領“９ 福祉・介護職員処遇改善計画書の作成” の “エ 助成金による賃金改善実施期間” 及び Ｑ＆Ａ問９）
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�B

平成２１年度　（４か月間）

平成２１年度　（４か月間）

平成２１年度　（４か月間）

平成２２年度　（１２か月間）

平成２３年度　（１２か月間）

平成２４年度(２か月間)

平成２４年度(２か月間)

�@

�A

平成２４年度の

実績報告に記載

する賃金改善実

施期間

平成２２年度　（１２か月間）
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平成２１年度の実績報告�Aの欄

に記載する賃金改善実施期間

平成２２年度の実績報告に記載

する賃金改善実施期間

平成２３年度の実績報告に記載

する賃金改善実施期間


